
ヘルメット着用促進宣言

〇会員が就業するために自転車に乗車する時は
ヘルメットを着用するよう啓発します。

〇職員が通勤又は業務で自転車を利用する際には
ヘルメットを着用するよう呼びかけます。

〇会議やイベント等の開催通知にヘルメット着用
を促す一文を追加します。

令和５年９月１４日
公益社団法人大治町シルバー人材センター


	スライド 1

